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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浮き生簀において、海流の流出側の面を海流の流入側の面より小さくし、海流の流出側
の面と流入側の面を網で覆い、他の部分は防水面で覆い、底の防水面、もしくは両側の防
水面を開閉可能とし、その開閉する部分に網を設けた開閉式浮沈生簀。
【請求項２】
　浮き生簀の内部に垂直な防水面を設けた請求項１の開閉式浮沈生簀。
【請求項３】
　海流の流入側の辺を支軸とする防水面を持つ回転体を、浮き生簀の下面に備えた請求項
１の開閉式浮沈生簀。
【請求項４】
　浮き生簀と海底に打ち込まれた杭、もしくはアンカーを連結する部分が一ヶ所に集約さ
れている請求項１の開閉式浮沈生簀。
【請求項５】
　浮き生簀の開口部に動体感知器を設けた請求項１の開閉式浮沈生簀。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外洋で用いられる浮き生簀において、海流の力を用いて生簀を浮沈させるこ
とができる開閉式浮沈生簀に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来の浮沈生簀は、浮きに空気を出し入れすることで浮力を調節し、生簀を浮沈させる
ものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特願２０１１－０７３００８
【特許文献２】特許第６４７８３６２号
【特許文献３】韓国公開特許第１０－２０１３－００６６２５８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、波の荒い外洋で用いられる浮き生簀において、浮き生簀に備えられた防水面
を開閉させることにより、海流による抗力を調整し、必要な時のみ生簀を海面に浮上させ
る手段を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、開閉式浮沈生簀において請求項１に係るものは、浮き生簀
において、海流の流出側の面を海流の流入側の面より小さくし、海流の流出側の面と流入
側の面を網で覆い、他の部分は防水面で覆い、底の防水面、もしくは両側の防水面を開閉
可能とし、その開閉する部分に網を設けたものである。
【０００６】
　請求項２に係るものは、請求項１に係るものにおいて、浮き生簀の内部に垂直な防水面
を設けたものである。
【０００７】
　請求項３に係るものは、請求項１に係るものにおいて、海流の流入側の辺を支軸とする
防水面を持つ回転体を、浮き生簀の下面に備えたものである。
【０００８】
　請求項４に係るものは、請求項１に係るものにおいて、浮き生簀と海底に打ち込まれた
杭、もしくはアンカーを連結する部分が一ヶ所に集約されているものである。
【０００９】
　請求項５に係るものは、請求項１に係るものにおいて、浮き生簀の開口部に動体感知器
を設けたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、以上説明したように構成されており、以下に記載されるような効果を有する
。　請求項１に係る仕組みを用いた場合、浮き生簀において、海流の流出側の面を海流の
流入側の面より小さくしたものである。また、海流の流出側の面と流入側の面を網で覆い
、他の部分は防水面で覆う。ただし、底の防水面、もしくは両側の防水面を開閉可能とし
、その開閉する部分に網を設けたものである。防水面は幕状にして巻き取ってもよいし、
板状にしてドアのように回転させて開いてもよいし、スライドさせてもよい。それらの仕
組みにより、浮き生簀の網を覆った防水面を開閉することで、海流による浮き生簀の抗力
を調整する。そして浮き生簀に連結されたケーブルなどの索をアンカーや海底に打ち込ま
れた杭と連結することで、防水面を閉じて抗力が大きくなると沈み。防水面を開けて抗力
を減らすと浮上する。なお抗力の少ない状態で生簀が海面に浮上するだけの浮力は生簀に
備えておく必要がある。また、開放可能な部分を防水面の底、もしくは両側とした理由は
、もし、上の防水面だけ開いてしまうと、下方向に力が働き、浮く力を減殺してしまうか
らである。生簀を浮かせる場合において、上の防水面を開くのであれば、同時に底側の防
水面を開いた方がよい。
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【００１１】
　生簀内部の下面には餌の食べ残しやや排泄物が溜まるので、下面を開閉できるようにす
ると、それらを生簀外に排出できる。それにより特許文献２のように下面を一旦海底側に
勾配させる必要はなくなる。また、生簀において浮沈させるだけの目的であれば海流の流
出口側も防水面で覆ってもよいし、海流の流出側の面を海流の流入側の面を小さくする必
要もない。しかし、海流は集約されて増速しているので、海流発電機を設置すれば効率の
よい発電が行える。防水面の開閉など生簀で使う電力を賄う事ができる。
【００１２】
　説明において、浮き生簀、浮沈生簀、生簀といった似た語句があるが、浮き生簀に浮沈
する仕組みを施した物が浮沈生簀である。字面として見にくくなるので生簀と省略してい
る場合もある。
【００１３】
　請求項２に係る仕組みを用いた場合、請求項１に係る仕組みを用いた場合に加え、生簀
の姿勢を安定させることができる。生簀内部に垂直な防水面を設けることにより、生簀が
海流に対して左右に振れにくくなる。生簀内部に設けることで生簀の構造物としての強度
を高めることも出来る。ただし、生簀内部を両断するまで防水面を延長させない方が、魚
の飼育空間が小さくならずに済む。
【００１４】
　請求項３に係る仕組みを用いた場合、請求項１に係る仕組みを用いた場合に加え、揚力
によって生簀を浮かせることができる。先述した方法では抗力によって浮き生簀を沈める
ことはできるが、抗力の少ない状態で海面に浮かせるだけの浮力が生簀に必要であった。
そこで、海流の流入側の辺を支軸とする防水面を持つ回転体を、浮き生簀の下面に備える
ことにより、その防水面を持つ回転体を海流の流入側の辺が海流の流出側の辺より上にな
るように固定すれば、上向きの揚力が発生し、生簀を浮かせることができる。これにより
生簀に必要な浮力が少なくなる。すると、生簀を沈めるための抗力が少なくてすみ、生簀
を連結するケーブルや鎖などの索や杭などの強度が小さくて済む。請求項１で述べられて
いる防水面の開閉にこの仕組みを用いることで、生簀の抗力を減らすと同時に揚力を得る
ことができるようになる。
【００１５】
　請求項４に係る仕組みを用いた場合、請求項１に係る仕組みを用いた場合に加え、海流
の方向の変化に対応することができる。海流の流出側に海流発電を設けた場合、仮に海流
の方向が変化して生簀に流れこむ海流が２０％減ると、発電量は約５０％に減ってしまう
。なぜならばエネルギーは流速の３乗に比例するので、０．８ｘ０．８ｘ０．８＝０．５
１２になる。そこで、生簀に取り付けられたケーブルや鎖などの索を、海底に打ち込まれ
た杭、もしくはアンカーと連結される部分が一ヶ所に集約されていれば、横方向にも回転
できるので、海流の流れる角度が変わると生簀全体を抵抗のより少ない角度へと動かし、
生簀の開口部を常に海流の流入方向へ向けることができる。ただし、索、アンカー、杭、
には相応の強度が求められる。基本的に海流の方向が変化しない場所に設置するのが理想
であるが、陸地からの距離など各種好条件が合致する場所は極めて限られる。海流の流れ
る方向変化に対応した仕組みがあれば、設置可能場所を広げることができる。
【００１６】
　請求項５に係る仕組みを用いた場合、請求項１に係る仕組みを用いた場合に加え、浮き
生簀の開口部に超音波や光センサーやカメラなどの動体感知器を設けたものである。海流
の流入口側と海流の流出口側に設置することにより、一定時間、生簀内に入り、そして出
て行かなかった小魚を、生簀内で養殖する魚のエサとなったと判断することができ、養殖
魚に与えるエサの量をコントロールするデーターを算出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】発明を実施するための形態を示す底側から見た斜視図である。
【図２】発明を実施するための形態を示す底側から見た斜視図である。
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【図３】実施例１を示す斜視図である。
【図４】実施例２を示す底面図である。
【図５】実施例２を示す側面図である。
【図６】実施例３を示す海中の断面図である。
【図７】実施例３を示す海中の断面図である。
【図８】実施例４を示す斜視図である。
【図９】実施例４を示す斜視図である。
【図１０】実施例５を示す斜視図である。
【図１１】実施例６を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明を実施するための形態を図１、図２に基づいて説明する。生簀の部分は台形と３
角形を合わせた５角柱のような形状になっており、３角形の部分は、台形の底辺部分に接
合されている。３角形の部分は前方網（３）であり、この部分から海流を流入させる。前
方に角を設けているのは異物が網に張り付くのを防ぐためである。台形部分の上下左右は
防水面で覆われているが、下は幕式防水底面（７）によって開閉可能な構造になっている
。幕式防水底面（７）が巻き取られた後、生簀の機能を損なわないために底面には底面網
（２）が設けられている。幕式防水底面（７）を底面網（２）の内側に設けることにより
、幕式防水底面（７）を広げた時、底面網（３）で支えることができる。また、幕式防水
底面（７）は広げた時、生簀フレーム（１）に水圧で押し付けられるので、簡素な構造な
がら隙間ができにくくなる。ただし、そのためには底面網（２）がたわまないようにしな
くてはならない。必要であれば生簀フレーム（１）のフレームの本数を増やす。
【００１９】
　生簀フレーム（１）と海流発電機（６）は接続部（４）によって繋がれている。接続部
（４）には巻き上げ機（５）が備えられ、巻き上げ機（５）から伸びる巻き上げケーブル
（８）は接続部（４）の穴を通して生簀内部の幕式防水底面（７）に連結されている。巻
き上げ機（５）は生簀の内部にあっても構わないが外に備えてある方が、海流集約の妨げ
にならないし、メンテナンスも行いやすいと思われる。図１、図２は底面方向から見た斜
視図である。図１は幕式防水底面（７）の巻き取り途中を示しており、図２は幕式防水底
面（７）を完全に広げた時を示している。また、接続部（４）にも網を張り、魚が海流発
電機（６）に入っていかないようにする。その際、前方網（３）より細かい網目にすると
、特許文献２の仕組みを用いて生簀内におびき寄せた小魚が逃げにくくなるので、生簀内
で養殖されている魚の餌にしやすくなる。
【実施例】
【００２０】
　実施例１を図３を基に説明する。図３は幕式防水底面（７）を開閉する仕組みを示した
図である。幕式防水底面（７）は巻軸（９）に接合され、巻軸（９）を回転させることで
、幕式防水底面（７）を巻き取り、生簀の底面が開く。閉じるときは巻き上げケーブル（
８）を引っ張る。
【００２１】
　巻軸（９）の前にブラシを備えておけば、幕式防水底面（７）が巻き取られる前にその
表面を掃除することができる。これによって特許文献２のように生簀の底面を一旦海底側
に傾斜させる必要はなくなる。巻軸（９）は生簀の外側に備えてもよい。
【００２２】
　実施例２を図４、図５を基に説明する。図４は幕式防水底面（７）に関する部分を分か
りやすくするため底面網（２）は省略してある。生簀フレーム（１）の前方の四隅に索（
１２ａ）が接続されているものとする。また、４本の索（１２ａ）は索接続部（１３）に
接続され、索接続部（１３）は索（１２ｂ）に接続されている。生簀フレーム（１）内部
は図３で述べたようになっており、ストッパー（１１）は接続部（４）の穴より大きくす
ることで、巻き上げケーブル（８）の引っ張りを止める役目の他に穴と巻き上げケーブル
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（８）の隙間を塞ぐ役目を持つ。また、接続部（４）は海流発電機（６）に接続されてい
る。
【００２３】
　幕式防水底面（７）が広げられ、生簀フレーム（１）の海流の流入口と流出口以外が防
水面で覆われたとき、海流（１４）は前方網（３）を通り、生簀部分と接続部（４）で増
速され、海流発電機（６）を発電させて、出水口（１５）より排水される。発電する電力
は生簀の管理するための機器に必要な量だけでもよいし、売電のために多くの発電機を連
結してもよい。図５は図４の側面図である。
【００２４】
　実施例３を図６、図７を基に説明する。海底（１７）に打ち込まれた杭（１８）に索（
１２ｂ）が接続され、索（１２ｂ）に索接続部（１３）に接続され、索接続部（１３）に
索（１２ａ）が接続され、索（１２ａ）に開閉式浮沈生簀（１９）が接続されている。
【００２５】
　図６は開閉式浮沈生簀（１９）の開閉する防水面が閉じられた時の状態を表しており、
生簀に発生する抵抗が大きくなるので、杭（１８）を支点に開閉式浮沈生簀（１９）が海
中に沈降している。図７は開閉式浮沈生簀（１９）の開閉する防水面が開かれた時の状態
を表しており、生簀に発生する抵抗が小さくなるので、杭（１８）を支点に開閉式浮沈生
簀（１９）が海面（１６）に浮上している。なお抵抗の小さい状態で浮くように、生簀に
は必要な浮力を備えておくものとする。
【００２６】
　生簀が浮上した時に内部で養殖された魚などを捕獲するために開閉式浮沈生簀（１９）
の上面を開閉する仕組みを設けてもよい。また、生簀フレーム（１）から網の部分のみ分
離して引き揚げられるようにすると、捕獲作業が容易になるかもしれない。
【００２７】
　実施例４を図８、図９を基に説明する。図８は前方網（３）部分の拡大図である。前方
網フレーム（２０）に前方網（３）が張られており、前方網フレーム（２０）の中心部に
姿勢制御用防水面（２１）が垂直に備えられている。姿勢制御用防水面（２１）は生簀の
開口面を海流の流れる方向に対して常に直角に向ける役割をもつ。生簀が左右対称に作ら
れていれば、姿勢制御用防水面（２１）が無くても開口面を海流の流れる方向に対して直
角に向けることはできるが、姿勢制御用防水面（２１）が有った方が姿勢は安定しやすい
。ただし、生簀を左右方向に回転させるために、浮き生簀と海底に打ち込まれた杭、もし
くはアンカーを連結するまでのどこかの部分を、索接続部のように一ヶ所に集約させる。
杭やアンカーは複数あっても構わない。また、索接続部を杭やアンカーと一体化させても
よい。
【００２８】
　魚の習性によっては障害物にぶつかると沖へ向かおうとするので、生簀内に部分的な仕
切りがあると、魚の分布が偏るかもしれない。その場合、姿勢制御用防水面（２１）にい
くつか穴をあけてもよい。または、幅の短い姿勢制御用防水面（２１）を複数以上設けて
もよい。複数以上設けるときは各姿勢制御用防水面の面を平行にした方がよい。それでも
不都合ならば姿勢制御する機能は生簀の外に設けてもよい。それは、生簀の外側の中心線
上に垂直な面を設けてもよし、生簀の両側に中心線と平行な面を垂直に設けてもよい。ち
なみに図９は構造を見やすくするために図８から網を省いた図である。
【００２９】
　実施例５を図１０を基に説明する。底方向から見た斜視図である。図１との違いは生簀
の底が幕の巻軸によって開閉されるのではなく、海流の流入側の辺を支軸とした回転軸（
２４）により、板状の回転式防水底面（２３）が、シリンダー（２２）の伸縮で、底面を
開閉することである。これによって回転式防水底面（２３）の後部が水平面より下がると
、上向きに揚力が発生する。
【００３０】
　揚力とは、物体の裏表の流速の違いにより、圧力に差違が生じる現象であるが、図１に
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おいても底側の幕を巻き取れば、その条件は満たすことになり上向きに揚力は発生する。
ただし、その場合、生簀フレーム（１）の上面を開放すると浮力が失われて沈んでしまう
ので、養殖魚の捕獲など、上面の開放を行いたい場合は、実施例５のような方法によって
揚力を得るのも一つの策である。もちろん生簀を揚力のみで浮上させようとする場合、生
簀フレーム（１）の強度やシリンダー（２２）の重量などの問題が発生するので、浮力と
併用してもよい。また、シリンダー（２２）の数を増やしてもよいし、シリンダー（２２
）を生簀フレーム（１）の骨組みとして用いてもよい。その他、回転式防水底面（２３）
を複数に分割してもよい。そうするとシリンダー（２２）の長さは短くて済むのでシリン
ダーの重量は減る。
【００３１】
　実施例６を図１１を基に説明する。前方網フレーム（２０）に前方網（３）が張られて
おり、前方網フレーム（２０）の両端に発光器（２５）と受光器（２６）からなる動体感
知器が備えられている。発光器（２５）に接する図中の多数の半円は発光する部分を示し
ており、前方網（３）の網目１列ずつに対応する。同様に受光器（２６）に接する図中の
多数の半円は受光する部分を示しており、対面する発光部分からの光を感知する。この１
対の仕組みを網の内と外に１組ずつ設けることにより、生簀に入った小魚の数と生簀から
出た小魚の数を計測することができる。網の外の受光器の光が遮られるのが先であれば、
生簀に小魚が入ったことになり、網の内の受光器の光が遮られるのが先であれば、生簀か
ら小魚が出て行ったことになる。また、生簀フレームの海流の流出側の網にも動体感知器
を設けておけば、生簀内に入って出て行かなかった小魚の数を計測することができる。本
発明は特許文献２の仕組みを用い、近海の小魚を生簀内におびき寄せ、生簀内の養殖魚の
エサにすることにより、養殖にかかるエサ代の節約を考えるものでもある。先述の方法で
生簀内に入って出て行かなかった小魚の数を養殖魚のエサとなった数とすることで、より
具体的なエサの削減を提案することができる。これは開口部が限定されていない従来の生
簀では困難なことである。動体感知器は超音波装置でもカメラなどの撮像装置でもよい。
【００３２】
　浮沈生簀を設置する海域は比較的外洋よりになると思われる。海流発電を行うためにあ
る程度の海流速度が必要だからである。しかし、基本的に外洋は沿岸部に比べて栄養源に
乏しく生物があまりいない。なので、養殖魚のエサになる小魚などを得ようとするのであ
れば、浮沈生簀を設置する海域一帯に鉄鋼スラグなどを撒いて、海底の生態系を育てると
よいと思われる。鉄鋼スラグとは製鉄工程で出る副産物である。近年の研究で鉄鋼スラグ
などを用い、海中の鉄濃度を上げることで磯焼けした海底を再生したとの報告がある。
【符号の説明】
【００３３】
１　生簀フレーム
２　底面網
３　前方網
４　接続部
５　巻き上げ機
６　海流発電機
７　幕式防水底面
８　巻き上げケーブル
９　巻軸
１０　防水側面
１１　ストッパー
１２ａ　索
１２ｂ　索
１３　索接続部
１４　海流
１５　出水口
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１６　海面
１７　海底
１８　杭
１９　開閉式浮沈生簀
２０　前方網フレーム
２１　姿勢制御用防水面
２２　シリンダー
２３　回転式防水底面
２４　回転軸
２５　発光器
２６　受光器
【要約】
【課題】　本発明は、外洋で用いられる浮き生簀において、浮き生簀に備えられた防水面
を開閉させることにより、海流による抗力を調整し、浮き生簀を浮沈させる手段を提供す
るものである。
【解決手段】　浮き生簀において、海流の流出側の面を海流の流入側の面より小さくした
ものである。また、海流の流出側と流入側の面を網で覆い、他の部分は防水面で覆う。し
かし、その防水面の底、もしくは両側を開閉可能とし、その開閉する部分に網を設けたも
のである。浮き生簀の網を覆った防水面を開閉することで、海流による浮き生簀の抗力を
調整する。そして、浮き生簀に連結された索をアンカーや海底に打ち込まれた杭と連結す
ることで、防水面を閉じて抗力が大きくなると沈み。防水面を開けて抗力を減らすと浮上
することを特徴とするものである。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(9) JP 6578552 B1 2019.9.25

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(10) JP 6578552 B1 2019.9.25

【図１１】



(11) JP 6578552 B1 2019.9.25

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０４－１４１０３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－００４８３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０１－２３１８２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－１００２３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６３－０４８４６２（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ０１Ｋ　　６１／００　－　６３／１０
              Ｂ６３Ｂ　　３５／２６　　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

